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②国の対応状況
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② 国の対応状況（製造・輸入等の規制） （環境省資料抜粋）
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② 国の対応状況（泡消火薬剤） （環境省資料抜粋）
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② 国の対応状況（泡消火薬剤） （環境省資料抜粋）
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水道施設におけるPFOS 及びPFOA の検出状況等を把握するため、水道事業、水道用水供
給事業及び専用水道を対象に、国土交通省と環境省が共同で令和６年５月29 日に「水道にお
けるPFOS 及びPFOA に関する調査」を発出。

② 国の対応状況（水道水全国調査） （環境省資料抜粋）

調査概要

１ 水道事業・水道用水供給事業 （1745事業）

・ PFASの暫定目標値（50ng/L）超過はゼロ

・ 2割（332事業）の水道から検出

２ 専用水道※ （1929件）

・ 11都道府県44件で暫定目標値（50ng/L）超過

・ 主に自衛隊施設等から検出

・ 未だ７割以上が調査に未回答

結 果

※専用水道・・・居住人口101人以上、最大

供給水量２０m3を超える社宅、学校、病院、

事業場などの自家用の水道

・ 水道水源の変更や別水源からの導水

・ 活性炭による水処理 など

超過した場合の対策方法
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② 国の対応状況（健康影響評価） （環境省資料抜粋）
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② 国の対応状況（健康影響評価） （環境省資料抜粋）
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② 国の対応状況（健康影響評価） （環境省資料抜粋）

12



② 国の対応状況（水質の暫定目標値） （環境省資料抜粋）
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② 国の対応状況（水質の暫定目標値） （環境省資料抜粋）

令和８年４月１日から
水道水質基準項目に格上げ予定

※水道は「健康に関する項目」の数を記載
※環境は「人の健康の保護に関する項目」の数を記載

※

※

※

※
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② 国の対応状況（水質の暫定目標値） （環境省資料抜粋）
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③本県の状況
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③ 琵琶湖、河川での検出状況 （琵琶湖保全再生課）

・令和３年度から公共用水域水質測定計画の測定項目に「ＰＦＯＳお
よびＰＦＯＡ」を追加し、琵琶湖８定点および県内25河川の定点で定
期的に水質調査を実施している（河川は国土交通省、大津市、滋賀県が共同で実施）。

・これまでの調査の結果、暫定目標値である50ng/Lの超過はなく、濃
度に大きな変化はない。

＜令和３年度以降の調査結果＞

和邇川：27～41ng/L、柳川：18～39ng/Lなど

琵琶湖：（北湖）4～5ng/L、（南湖）5～12ng/L

瀬田川：3～12ng/L

• 引き続き状況把握のため琵琶湖、河川の水質調査を実施していく

• 目標値を超過した場合、暫定目標値超過時の体制等（対応フロー
図）に基づき対応

１ 現 状

２ 今後の方針
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【参考】琵琶湖、河川におけるＰＦＯＳおよびＰＦＯＡの調査地点

調査頻度
琵琶湖（８地点）：年１回測定。
河川 瀬田川を除く24河川：５年で全ての河川を一巡するローテーション調査

瀬田川（２地点）：年１回測定

③ 琵琶湖、河川での検出状況 （琵琶湖保全再生課）
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【参考】ＰＦＯＳおよびＰＦＯＡの調査結果

※瀬田川全域、北湖および南湖は、平成２１年度～平成２７年度の値

（ng/L）

③ 琵琶湖、河川での検出状況 （琵琶湖保全再生課）
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③ 県内の水道等での検出状況（水道事業体） （生活衛生課）

• 水道事業体のPFOS､PFOAの検査結果については別添のとおりであり、国の暫定目標
値(50ng/Ｌ)を超過した事例はない。

・ 地下水を水源とする水道事業体で検出されている傾向がある。

• 県においても主要な水道水源における水質監視を実施しており、引き続き国内外の
動向および水道事業者の検査結果を注視していく。

１ 現 状

２ 今後の方針

１ 表流水を水源とするもの （単位：ng/L）

水道事業体 水源池 採水箇所 採水日 PFOS + PFOA 目標値（暫定）

企業庁 水口 浄水場出口 R6.8 8

50以下
企業庁 吉川 浄水場出口 R6.8 <5

甲賀市 上朝宮 給水栓 R6.7 <5

大津市 新瀬田、膳所、柳が崎 給水栓 R6.8 <5、<5、6

２ 地下水を水源とするもの （単位：ng/L）

水道事業体 水源池 採水箇所 採水日 PFOS + PFOA 目標値（暫定）

栗東市 十里 給水栓 R6.8 17

50以下

守山市 播磨田 給水栓 R6.6 20

野洲市 比江 給水栓 R5.11 15

甲賀市 中野 給水栓 R6.7 10

近江八幡市 南部配水系 給水栓 R6.6 13
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事業者名 検査実績 検査地点 令和４年度（ng/L） 令和５年度（ng/L） 令和６年度（ng/L）

大津市水道事業 有 給水栓水 6 7 5

彦根市水道事業 有 給水栓水 nd nd

近江八幡水道事業 有 給水栓水 6 19 13

草津市水道事業 有 浄水場出口水 nd 7 nd

守山市 有 給水栓水 25 30 20

栗東市上下水道事業所 有 給水栓水 30 23 17

甲賀市水道事業 有 給水栓水 11 10

野洲市上下水道事業所 有 給水栓水 15

湖南市上下水道事業所 有 浄水場出口水 nd nd nd

高島市水道事業 有 原水 nd

東近江市水道事業 有 給水栓水 nd 6

米原市水道事業 有 給水栓水 nd

日野町水道事業 有 給水栓水 nd

竜王町水道事業 有 給水栓水 7

豊郷町水道事業 有 給水栓水 nd nd nd

甲良町水道事業 有 nd nd nd

多賀町水道事業 有 原水 nd

長浜水道企業団 有 浄水場出口水 5 5 nd

長浜水道企業団　　浅井上水道事業 有 浄水場出口水 nd nd

長浜水道企業団　　高月浄水場事業 有 浄水場出口水 nd nd

愛知郡広域行政組合 有 nd

水道用
水供給事業

湖南水道用水供給事業 有 浄水場出口水 8 7 8

長浜水道企業団　　湖北西部地区簡易水道事業 有 浄水場出口水 nd nd

長浜水道企業団　　湖北中部地区簡易水道事業 有 浄水場出口水 nd nd

長浜水道企業団　　木之本簡易水道事業 有 浄水場出口水 nd nd

長浜水道企業団　　西浅井簡易水道事業 有 浄水場出口水 nd nd

長浜水道企業団　　郡上地区簡易水道 有 浄水場出口水 nd nd

上水道

簡易水道

• 【参考】県内水道事業者のPFOS､PFOAの検査結果
③ 県内の水道等での検出状況（水道事業体） （生活衛生課）
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③ 本県の対応フロー

●滋賀県HP内の有機フッ素化合物に関するページURL
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/341666.html
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